
令和5年5月分

№
物品等又は役務の提供
の名称及び数量

随意契約担当部課の
名称及び所在地

随意契約を締結し
た日

随意契約の相手の氏名及
び住所

随意契約にかかる
契約金額（税込）

随意契約によることとした理由
その他必要な事項（備
考）

株式会社 島津製作所

京都市中京区西ノ京
桑原町1

富士フイルムメディカル
株式会社

大阪市港区弁天1丁目2-1

大津市長等1-1-35

事務部　用度課

令和5年5月31日 79,663,430

本機器の製造納入業者であり、当該機器
の修理に必要な技術・能力及び保守部品
を有するのは左記業者のみであるため、契
約の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため（日本赤十字社会計規則
第36条第3項）
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別紙様式第11
公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式

1 X線一般撮影システム
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